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鳥取県における民間企業の障害者の実雇用率は１.７８％で足踏み

（平成 20 年 6 月 1 日現在の障害者の雇用状況について）

鳥取労働局（局長 佐々木秀一）は、平成 20 年 6 月 1 日現在における身体障害者、知的障害
ささきしゅういち

者及び精神障害者（以下｢障害者｣という ）の雇用状況をとりまとめた。障害者の雇用状況につ。

いては 「障害者の雇用の促進等に関する法律」により 1 人以上の身体障害者又は知的障害者を、

雇用することを義務付けられている事業主が、毎年 6 月 1 日現在の状況を国に報告することと

されている。

平成２０年の結果等におけるポイント

１ 民間企業における雇用状況について

① 障害者の実雇用率は 1.78 ％で、前年と同じ。

② 法定雇用率（1.8 ％）達成企業割合は 60.5 ％で、前年比 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇。

２ 地方公共団体における在職状況について

① 県の機関（3機関）では、1機関が法定雇用率（2.1 ％）を下回った。

② 県教育委員会の実雇用率は 1.49 ％で、法定雇用率（2.0 ％）を大きく下回った。

③ 市町村の機関（27 機関）では、1機関が法定雇用率（2.1 ％）を下回った。

３ 今後の対応について

① 公的機関は、民間企業に率先垂範して障害者雇用を推進するべき立場にあるため、

未達成機関の長に対し、労働局幹部が指導を行う。

② 民間企業に対しては、管轄ハローワーク幹部等による個別指導を継続して実施する

ほか、鳥取県、鳥取県高齢・障害者雇用促進協会、鳥取障害者職業センター等と連携

したセミナー等による集団指導等を、引き続き実施する。



１ 民間企業における雇用状況

○ 雇用されている障害者の数、実雇用率

①一般の民間企業（56 人以上規模の企業：1.8 ％の法定雇用率）における障害者雇用数は、

22.5 人（実人数 22 人）増加し、941.0 人（実人数 727 人）であった。

） 、このうち身体障害者は 734.0 人（実人数 538 人 、知的障害者は 189.0 人（実人数 165 人)

精神障害者は 18.0 人（実人数 24 人）であった。

②平成 19 年 6 月 2 日から本年 6 月 1 日までの１年間の新規雇用者数は、前年より 6.5 人増加

し、86.0 人（実人数 70 人）であった。

③実雇用率は、前年と同率の 1.78 ％であった。

④法定雇用率達成企業（211 企業）の割合は、前年より 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇し、60.5 ％となり 10

年ぶりに 6割を超えた。

⑤法定雇用率未達成企業（138 企業）のうち 0 人雇用企業が 92 企業（66.7 ％）、1 人不足

（0.5 人を含む）が 100 企業（72.5 ％ 、0 人雇用かつ 1 人不足企業が 66 企業（47.8 ％）と）

〔総括表、1(1)概況〕なり、前年よりいずれも減少した。

○ 産業別の状況

①産業別の障害者雇用数は、前年よりサービス業で 12.0 人増加、製造業においても 9.5 人

増加した。一方、金融・保険・不動産業で 5.0 人減少し、他の業種では、わずかな増減又は

横ばいとなった。

②実雇用率は、情報通信業で 0.34 ポイント、複合サービス事業で 0.16 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇したが、一

方、金融・保険・不動産業で 0.17 ﾎﾟｲﾝﾄ、教育・学習支援業で 0.15 ﾎﾟｲﾝﾄ低下しており、他

の業種ではわずかな増減又は横ばいとなった。

③法定雇用率達成企業の割合は、複合サービス事業が 100 ％となり 40.0 ﾎﾟｲﾝﾄの大幅上昇と

なったほか、建設業で 19.0 ﾎﾟｲﾝﾄ、サービス業で 17.5 ﾎﾟｲﾝﾄ、情報通信業で 14.2 ﾎﾟｲﾝﾄと上

昇した。他の業種では同水準又は低下しており、教育・学習支援業で 28.5 ﾎｲﾝﾄ、運輸業で

〔1(2)産業別の雇用状況〕10.1 ﾎﾟｲﾝﾄ低下した。

○企業規模別の状況

①企業規模別に見ると、100 ～ 299 人規模企業で 17.0 人、500 ～ 999 人以上規模企業で 9.0

人、56 ～ 99 人企業規模で 1.5 人増加したが、他の規模企業では減少し、300 ～ 499 人並びに

1,000 人規模企業では 2.5 人の減少となった。

②実雇用率は、1,000 人以上規模企業のみ 0.05 ﾎﾟｲﾝﾄ低下となった他は、300 ～ 499 人規模企

業で 0.06 ﾎﾟｲﾝﾄ、500 ～ 999 人規模企業で 0.03 ﾎﾟｲﾝﾄ、56 ～ 99 人規模企業で 0.02 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇

となった。又、100 ～ 2999 人規模企業は横ばいとなった。

③法定雇用率達成企業の割合は、1,000 人以上規模企業が前年に続き 100 ％となり、500 ～

999 人規模企業で 15.0 ﾎﾟｲﾝﾄ、300 ～ 499 人規模企業で 13.2 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇した。100 ～ 299 人並

〔1(3)企業規模別の雇用状況〕びに 56 ～ 99 人規模企業は、ほぼ横ばいだった。



○独立行政法人等の状況

①独立行政法人等（48 人以上規模の法人：2.1 ％の法定雇用率）における実雇用率は、3.89

〔総括表〕ﾎﾟｲﾝﾄ増と大幅に増加し、2.11 ％となり法定雇用率達成法人となった。

２ 地方公共団体における在職状況

○県の機関における在職状況

①県の機関（職員数 48 人以上：2.1 ％の法定雇用率）の実雇用率は 2.24 ％で、0.12 ﾎﾟｲﾝﾄ低

下した。

〔総括表、2(1)県の機関・2(3)各機関の状況〕② 3 機関中 1 機関のみ法定雇用率未達成となった。

○県の教育委員会における在職状況

①県の教育委員会（職員数 50 人以上：2.0 ％の法定雇用率）の実雇用率は、0.12 ﾎﾟｲﾝﾄ低下

〔総括表、2(3)各機関の状況〕し、1.49 ％であった。

○市町村の機関における在職状況

、①市町村の機関（職員数 48 人以上：2.1 ％の法定雇用率）の実雇用率は、0.05 ﾎﾟｲﾝﾄ低下し

2.29 ％であった。

② 27 機関中 1 機関のみ法定雇用率未達成となった。

〔総括表、2(2)市町村の機関・2(3)各機関の状況〕



参考－1

◎ 法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法

律」に基づき、それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障

害者を雇用しなければならないこととされている。

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（な

お、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保

持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。

一般の民間企業 ……………………… １．８％

○ 民間企業 ……… （５６人以上規模の企業）

特殊法人 …………………………… ２．１％

労働者数４８人以上規模の

特殊法人及び独立行政法人

〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．１％

（４８人以上規模の機関）

○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．０％

（５０人以上規模の機関）

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障

害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

※ 短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者

又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以

上３０時間未満の労働者）については、１人分として、精神障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。



1　民間企業における障害者雇用状況（法定雇用率１．８％）

区　分

52,922 人 941.0 人 1.78 ％ / 349 60.5 ％

(        51,535 人） (        918.5 人） (     1.78 ％） ( 201 / 347 ) (     57.9 ％）

20,499,012 人 325,603.0 人 1.59 ％ / 73,042 44.9 ％

( 19,504,649 人） ( 302,716.0 人） (     1.55 ％） ( 31,230 / 71,224 ) (     43.8 ％）

２　地方公共団体における在職状況

(1)都道府県の機関(法定雇用率２．１％)

区　分

4,263 人 95.5 人 2.24 ％ / 3 66.7 ％

(        4,077 人） (        100.0 人） (     2.45 ％） ( 3 / 3 ) (     100.0 ％）

326,448 人 7,968.5 人 2.44 ％ / 160 95.0 ％

(    334,373 人） (   8,094.0 人） (     2.42 ％） ( 151 / 163 ) (     92.6 ％）

(2)市町村の機関(法定雇用率２．１％)

区　分

5,051 人 115.5 人 2.29 ％ / 27 96.3 ％

(        5,155 人） (        120.5 人） (     2.34 ％） ( 26 / 28 ) (     92.9 ％）

962,319 人 22,397.0 人 2.33 ％ / 2,512 83.9 ％

(    968,172 人） (   21,112.0 人） (     2.28 ％） ( 2,097 / 2,585 ) (     81.1 ％）

(3)法定雇用率２．０％が適用される教育委員会(法定雇用率２．０％)

区　分

4,230 人 63.0 人 1.49 ％ / 1 0.0 ％

(        4,294 人） (        69.0 人） (     1.61 ％） ( 0 / 1 ) (       0.0 ％）

645,933 人 10,459.0 人 1.62 ％ / 141 55.3 ％

(    648,285 人） (   10,039.0 人） (     1.55 ％） ( 78 / 144 ) (     54.2 ％）

３　独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率２．１％)

区　分

1,424 人 30.0 人 2.11 ％ / 1 100.0 ％

(        1,457 人） (        26.0 人） (     1.78 ％） ( 0 / 1 ) (       0.0 ％）

243,297 人 4,999.5 人 2.05 ％ / 248 73.0 ％

(    454,409 人） (   8,930.5 人） (     1.97 ％） ( 150 / 247 ) (     60.7 ％）

注　１

２

３

４

５

６

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数
から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当
の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数
及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）
を除いた職員数である。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労
働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとして
ダブルカウントを行い、精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当する
ものとして0.5カウントとしている。

　法定雇用率2.0％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会で
ある。

　（　）内は、平成19年６月１日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

⑤達成割合

鳥取県
2

全　 国
152

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②障害者の数 ③実雇用率 ④法定雇用率達成機関の数

32,803

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②障害者の数 ③実雇用率 ④法定雇用率達成機関の数

鳥取県

全　 国

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②障害者の数

211

③実雇用率 ⑤達成割合④法定雇用率達成企業の数

⑤達成割合

鳥取県
26

全　 国
2,107

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

全　 国
181

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②障害者の数 ③実雇用率 ④法定雇用率達成法人の数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数

 「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第６号
までの法人を指す。

平成２０年６月１日現在における障害者の雇用状況(総括表)

⑤達成割合

鳥取県
1

⑤　達成割合

鳥取県
0

全　 国
78



(1) 概況
①　概況

① ④ ⑤

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

349 52,922 220 15 480 12 941.0 86.0 1.78 211 60.5

（ 347 )（ 51,535 )（ 219 )（ 19 )（ 456 ) ( 11 ) （ 918.5 )（ 79.5 )（ 1.78 )（ 201 )（ 57.9 )

73,224 20,499,012 84,523 5,611 150,190 1,512 325,603.0 36,840.5 1.59 32,803 44.9

（ 71,224 )（ 19,504,649 )（ 79,469 )（ 4,637 )（ 138,651 ) ( 980 ) （ 302,716.0 )（ 29,755.0 )（ 1.55 )（ 31,230 )（ 43.8 )

②　障害種別雇用状況

注１ 注１

２

２ ３

３ ４

４ ５

５ ６

６

鳥取県

全　 国

区分

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎と
なる労働者数

企業数

⑥③　障害者の数

法定雇用率
達成企業の
割合

法定雇用率
達成企業の
数

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

Ｆ．うち新規雇
用分

実雇用率
Ｅ÷②×100

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋
Ｄ×0.5

Ｃ．重度以外の
身体障害者、
知的障害者及
び精神障害者

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である短
時間労働者

Ｄ.精神障害
者である短
時間労働者

　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、B、D欄は1週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満の労働者である。

　（　）内は平成19年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数
（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業
種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　F欄の「うち新規雇用分」は、平成19年６月２日から平成20年６月１日までの１年間に新規に雇い入れら
れた障害者数である。

 （　）内は平成19年6月1日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることと
なった。

〔１（１）①表の注〕

②③ａ欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとし
ており、ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。

④ｄ欄の精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人
に相当するものとしており、ｅ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

②③のａ.ｃ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働
者であり、②③のｂ欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以
上30時間未満の労働者である。

〔１（１）②表の注〕

②③④ｆ欄の「うち新規雇用分」は、平成19年6月2日から平成20年6月1日
までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

①欄の「障害者の数」とは②③④のｅ欄の計である。

　< >内は精神障害者を除いた場合の数値である。

　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとし
ており、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「精神障害者である短時間労働者」
については法律上、１人を0.5人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントとし
ている。

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

941.0 196 14 328 734 58 24 1 140 189 22 12 12 18.0 6.0

（ 918.5 ）（ 196 ）（ 15 ）（ 319 ）（ 726 ）（ 53 ）（ 23 ）（ 4 ）（ 130 ）（ 180 ）（ 22 ）（ 7 ）（ 11 ）（ 12.5 ）（ 4.5 ）

325,603.0 74,273 4,065 113,432 266,043 27,348 10,250 1,546 31,517 53,563 7,453 5,241 1,512 5,997.0 2,039.5

（ 302,716.0 ）（ 70,180 ）（ 3,339 ）（ 107,466 ）（ 251,165 ）（ 22,212 ）（ 9,289 ）（ 1,298 ）（ 27,942 ）（ 47,818 ）（ 6,218 ）（ 3,243 ）（ 980 ）（ 3,733.0 ）（ 1,325.0 ）

ｆ．うち新規雇
用分

③知的障害者の数

ａ.重度知的
障害者

b．　重度
知的障害者
である短時間
労働者

ｃ．重度以外
の知的障害
者

ｅ．　計
ａ×２＋ｂ＋ｃ

ｃ.精神障害者 ｄ．精神障害
者である短時
間労働者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

④精神障害者の数

ｆ．うち新規雇用
分

鳥取県

全　 国

ａ.重度身体障
害者区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

ｅ．　計
ａ×２＋ｂ＋ｃ

b．　重度
身体障害者
である短時間
労働者

ｃ．重度以外
の身体障害
者

 １　民間企業における雇用状況（法定雇用率1.8％）



(2) 産業別の雇用状況
①　概況

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

産業計 349 52,922 220 15 480 12 941.0 86.0 1.78 211 57.9

〈 298,983.0 〉 〈 28,430.0 〉 〈 580.16 〉

（ 347 ) （ 51,535 ) （ 219 ) （ 19 ) （ 456 ) （ 11 ) （ 918.5 ) （ 79.5 ) （ 1.78 ) （ 201 ) （ 57.9 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

農、林、漁業 1 59 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 -
（ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 ) （ 0.0 ) （ - ) （ - ) （ - )

鉱業 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - - -
（ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 ) （ 0.0 ) （ - ) （ - ) （ - )

建設業 7 651 3 0 6 0 12.0 1.0 1.84 6 85.7
（ 9 ) （ 819 ) （ 4 ) （ 0 ) （ 7 ) （ 0 ) （ 15.0 ) （ 0.0 ) （ 1.83 ) （ 6 ) （ 66.7 )

製造業 117 18,424 97 7 161 2 363.0 22.0 1.97 80 68.4
（ 118 ) （ 17,796 ) （ 94 ) （ 7 ) （ 157 ) （ 3 ) （ 353.5 ) （ 19.5 ) （ 1.99 ) （ 78 ) （ 66.1 )

2 123 0 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0 0.0
（ 2 ) （ 128 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 ) （ 0.0 ) （ 0.00 ) （ 0 ) （ 0.0 )

情報通信業 7 1,040 7 0 5 0 19.0 2.0 1.83 4 57.1
（ 7 ) （ 1,143 ) （ 6 ) （ 0 ) （ 5 ) （ 0 ) （ 17.0 ) （ 2.0 ) （ 1.49 ) （ 3 ) （ 42.9 )

運輸業 10 1,445 4 0 16 0 24.0 1.0 1.66 6 60.0
（ 10 ) （ 1,464 ) （ 4 ) （ 1 ) （ 15 ) （ 0 ) （ 24.0 ) （ 0.0 ) （ 1.64 ) （ 7 ) （ 70.0 )

卸売・小売業 76 10,714 24 2 67 2 118.0 14.0 1.10 32 42.1
（ 75 ) （ 10,484 ) （ 24 ) （ 2 ) （ 63 ) （ 2 ) （ 114.0 ) （ 9.0 ) （ 1.09 ) （ 35 ) （ 46.7 )

7 1,977 5 0 19 0 29.0 2.0 1.47 3 42.9
（ 8 ) （ 2,077 ) （ 7 ) （ 0 ) （ 20 ) （ 0 ) （ 34.0 ) （ 1.0 ) （ 1.64 ) （ 4 ) （ 50.0 )

14 1,252 2 0 6 0 10.0 1.0 0.80 5 35.7
（ 14 ) （ 1,257 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 7 ) （ 0 ) （ 11.0 ) （ 0.0 ) （ 0.88 ) （ 4 ) （ 28.6 )

医療・福祉 56 9,737 41 6 92 5 182.5 21.5 1.87 39 69.6
（ 57 ) （ 9,367 ) （ 42 ) （ 9 ) （ 86 ) （ 5 ) （ 181.5 ) （ 33.0 ) （ 1.94 ) （ 38 ) （ 66.7 )

7 599 1 0 2 0 4.0 0.0 0.67 2 28.6
（ 7 ) （ 607 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 3 ) （ 0 ) （ 5.0 ) （ 0.0 ) （ 0.82 ) （ 4 ) （ 57.1 )

6 2,459 9 0 23 2 42.0 4.5 1.71 6 100.0
（ 5 ) （ 2,459 ) （ 9 ) （ 0 ) （ 20 ) （ 0 ) （ 38.0 ) （ 3.0 ) （ 1.55 ) （ 3 ) （ 60.0 )

サービス業 39 4,442 27 0 83 1 137.5 17.0 3.10 28 71.8
（ 35 ) （ 3,934 ) （ 26 ) （ 0 ) （ 73 ) （ 1 ) （ 125.5 ) （ 12.0 ) （ 3.19 ) （ 19 ) （ 54.3 )

注　１(1)①の表と同じ
※　産業計はその他分類不能の産業を含む。

Ｄ．精神障害
者である短時
間労働者

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

③　障害者の数
Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である短
時間労働者

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神
障害者

⑥
法定雇用率
達成企業の
割合

⑤
法定雇用率達
成企業の数

④
実雇用率
Ｅ÷②×100

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

Ｆ．うち新規雇用
分

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎と
なる労働者数

教育・学習支援業

複合サービス事業

①
企業数

飲食店・宿泊業

金融・保険・不
動産業

電気・ガス・熱供
給・水道業

区分



②　障害種別雇用状況

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

産業計 941.0 196 14 328 734 58 24 1 140 189 22 12 12 18.0 6.0

（ 918.5 ) （ 196 ） （ 11 ） （ 319 ） （ 726 ） （ 53 ） （ 23 ） （ 4 ） （ 130 ） （ 180 ） （ 22 ） （ 7 ） （ 11 ） （ 12.5 ） （ 4.5 ）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

農、林、漁業 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

（ 0.0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 )

鉱業 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

（ 0.0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 )

建設業 12.0 3 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0.0

（ 15.0 ) （ 4 ) （ 0 ) （ 7 ) （ 15 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 )

製造業 363.0 94 7 123 318 3 0 37 43 1 2 2.0

（ 353.5 ) （ 92 ) （ 7 ) （ 114 ) （ 305 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 41 ) （ 45 ) （ 2 ) （ 3 ) （ 3.5 )

0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

（ 0.0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 )

情報通信業 19.0 7 0 4 18 0 0 0 0 1 0 1.0

（ 17.0 ) （ 6 ) （ 0 ) （ 4 ) （ 16 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 1.0 )

運輸業 24.0 4 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0.0

（ 24.0 ) （ 4 ) （ 1 ) （ 15 ) （ 24 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 )

卸売・小売業 118.0 21 2 48 92 3 0 18 24 1 2 2.0

（ 114.0 ) （ 21 ) （ 2 ) （ 47 ) （ 91 ) （ 3 ) （ 0 ) （ 15 ) （ 21 ) （ 1 ) （ 2 ) （ 2.0 )

29.0 5 0 19 29 0 0 0 0 0 0 0.0

（ 34.0 ) （ 7 ) （ 0 ) （ 20 ) （ 34 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 )

飲食店・宿泊業 10.0 1 0 5 7 1 0 1 3 0 0 0.0

（ 11.0 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 5 ) （ 9 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 2 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 )

医療・福祉 182.5 40 5 59 144 1 1 27 30 6 5 8.5

（ 181.5 ) （ 39 ) （ 5 ) （ 61 ) （ 144 ) （ 3 ) （ 4 ) （ 23 ) （ 33 ) （ 2 ) （ 5 ) （ 4.5 )

4.0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0.0

（ 5.0 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 3 ) （ 5 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 )

42.0 9 0 19 37 0 0 3 3 1 2 2.0

（ 38.0 ) （ 9 ) （ 0 ) （ 16 ) （ 34 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 3 ) （ 3 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 1.0 )

サービス業 137.5 11 0 27 49 16 0 54 86 2 1 2.5

（ 125.5 ) （ 11 ) （ 0 ) （ 27 ) （ 49 ) （ 15 ) （ 0 ) （ 46 ) （ 76 ) （ 0 ) （ 1 ) （ 0.5 )

注　１(1)②の表と同じ
※　産業計はその他分類不能の産業を含む。

②身体障害者の数 ③知的障害者の数

ａ.重度知的障
害者

b．　重度知的
障害者である
短時間労働者

ｃ．重度以外
の知的障害者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ ｆ．うち新規雇

用分

ａ.重度身体障
害者

ｃ.精神障害者 ｄ．精神障害
者である短時
間労働者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

ｃ．重度以外
の身体障害者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ

④精神障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

複合サービス事業

教育・学習支援業

ｆ．うち新規雇
用分

区分

①
障害者の数

電気・ガス・熱供
給・水道業

金融・保険・不動産
業

b．　重度身体
障害者である
短時間労働者



(3) 企業規模別の雇用状況
①　概況

① ④ ⑤ ⑥

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
規模計 349 52,922 220 15 480 12 941.0 86.0 1.78 211 60.5

〈 #REF! 〉 〈 28,430 〉〈 #REF! 〉

（ 347 ) （ 51,535 ) （ 219 ) （ 19 ) （ 456 ) （ 11 ) （ 918.5 ) （ 79.5 ) （ 1.78 ) （ 201 ) （ 57.9 )

人 企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
56～99　 153 11,354 53 2 128 3 237.5 29.0 2.09 94 61.4

（ 156 ) （ 11,398 ) （ 51 ) （ 5 ) （ 128 ) （ 2 ) （ 236.0 ) （ 17.0 ) （ 2.07 ) （ 94 ) （ 60.3 )

100～299 159 23,130 70 8 174 4 324.0 26.5 1.40 91 57.2
（ 154 ) （ 21,900 ) （ 70 ) （ 7 ) （ 158 ) （ 4 ) （ 307.0 ) （ 28.5 ) （ 1.40 ) （ 86 ) （ 55.8 )

300～499　 19 6,333 27 3 59 2 117.0 18.0 1.85 12 63.2
（ 20 ) （ 6,689 ) （ 30 ) （ 2 ) （ 56 ) （ 3 ) （ 119.5 ) （ 9.0 ) （ 1.79 ) （ 10 ) （ 50.0 )

500～999　 16 9,422 43 1 92 2 180.0 12.5 1.91 12 75.0
（ 15 ) （ 8,825 ) （ 41 ) （ 2 ) （ 86 ) （ 2 ) （ 171.0 ) （ 10.0 ) （ 1.94 ) （ 9 ) （ 60.0 )

1,000以上 2 2,683 27 1 27 1 82.5 0.0 3.07 2 100.0
（ 2 ) （ 2,723 ) （ 27 ) （ 3 ) （ 28 ) （ 0 ) （ 85.0 ) （ 15.0 ) （ 3.12 ) （ 2 ) （ 100.0 )

注　１(1)①の表と同じ

②　障害種別雇用状況

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋
Ｄ×0.5

Ｃ．重度以外の
身体障害者、知
的障害者及び
精神障害者

Ａ.重度身体障害
者及び重度知的
障害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間労
働者

Ｄ．精神障害者
である短時間
労働者

区分

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎と
なる労働者数

③　障害者の数

Ｆ．うち新規雇用
分

法定雇用
率達成企
業の割合

法定雇用率
達成企業の
数

実雇用率
Ｅ÷②×100

企業数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
規模計 941.0 196 14 328 734 58 24 1 140 189 22 12 12 18.0 6.0

（ 918.5 ) （ 196 ) （ 15 ) （ 319 ) （ 726 ) （ 53 ) （ 23 ) （ 4 ) （ 130 ) （ 180 ) （ 22 ) （ 7 ) （ 11 ) （ 12.5 ) （ 4.5 )

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
56～99　 237.5 36 2 69 143 17 0 58 92 1 3 2.5

（ 236.0 ) （ 35 ) （ 4 ) （ 73 ) （ 147 ) （ 16 ) （ 1 ) （ 55 ) （ 88 ) （ 0 ) （ 2 ) （ 1.0 )

100～299 324.0 67 7 128 269 3 1 43 50 3 4 5.0
（ 307.0 ) （ 67 ) （ 6 ) （ 122 ) （ 262 ) （ 3 ) （ 1 ) （ 35 ) （ 42 ) （ 1 ) （ 4 ) （ 3.0 )

300～499　 117.0 23 3 44 93 4 0 12 20 3 2 4.0
（ 119.5 ) （ 26 ) （ 2 ) （ 40 ) （ 94 ) （ 4 ) （ 0 ) （ 14 ) （ 22 ) （ 2 ) （ 3 ) （ 3.5 )

500～999　 180.0 43 1 68 155 0 0 20 20 4 2 5.0
（ 171.0 ) （ 41 ) （ 2 ) （ 66 ) （ 150 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 18 ) （ 18 ) （ 2 ) （ 2 ) （ 3.0 )

1,000以上 82.5 27 1 19 74 0 0 7 7 1 1 1.5
（ 85.0 ) （ 27 ) （ 1 ) （ 18 ) （ 73 ) （ 0 ) （ 2 ) （ 8 ) （ 10 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 2.0 )

注　１(1)②の表と同じ

ｄ．精神障害
者である短
時間労働者

③知的障害者の数 ④精神障害者の数

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

ａ.重度知的
障害者

b．　重度知
的障害者で
ある短時間
労働者

ｃ．重度以外
の知的障害
者

ｆ．うち新規
雇用分

ｆ．うち新規
雇用分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ

ｃ.精神障害
者

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ

ｃ．重度以外
の身体障害
者

b．　重度身
体障害者で
ある短時間
労働者

ａ.重度身体
障害者 ｆ．うち新規

雇用分



(1) 県の機関(法定雇用率2.1％)
①　概況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

3 4,263 33 0 29 1 95.5 6.5 2.24 2.0 66.7

（ 3 ) （ 4,077 ) （ 37 ) （ 0 ) （ 26 ) ( 0 ) （ 100.0 ) （ 5.0 ) （ 2.45 ) （ 3.0 ) （ 100.0 )

160 326,448 1,988 42 3,950 1 7,968.5 195.5 2.44 152.0 95.0

（ 163 ) （ 334,373 ) （ 2,012 ) （ 32 ) （ 4,038 ) （ 0 ) （ 8,094.0 ) （ 155.0 ) （ 2.42 ) （ 151.0 ) （ 92.6 )

②　障害種別雇用状況

注１ 注１

２
２

３

３ ４

４ ５

５ ６ 　（　）内は平成19年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

　（　）内は平成19年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

①欄の「障害者の数」とは②③④のｅ欄の計である。

　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の職員である。Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未
満の職員である。

　Ｆ欄の「うち新規雇用分」は平成19年６月２日から平成20年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数であ
る。

②③ａ欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、ｅ欄の計を算出
するに当たりダブルカウントとしている。

④ｄ欄の精神障害者である短時間職員については法律上、1人を0.5人に相当するものとしてお
り、ｅ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

②③のａ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員であり、②③のｂ欄及び
④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員である。

②③④ｆ欄の「うち新規雇用分」は平成19年6月2日から平成20年6月1日までの1年間に新規に雇
い入れられた障害者数である。

〔２（１）①表の注〕 〔２（１）②表の注〕
　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外
職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算
出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「精神障害者である短時間障害者」については法律上、１人を0.5人に相当す
る者としており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

Ｄ.精神障害者
である短時間
勤務職員

⑥③　障害者の数

法定雇用率達
成機関の割合

法定雇用率達
成機関の数

Ａ.重度身体
障害者及び重
度知的障害者

Ｆ．うち新規雇
用分

実雇用率
Ｅ÷②×100

鳥取県

全　 国

区分

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数

機関数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

95.5 33 0 24 90 3 0 0 3 3 2 2 1 2.5 1.5

（ 100.0 ） （ 37 ）（ 0 ）（ 25 ）（ 99 ）（ 5 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 1 ）（ 1 ）（ 0 ） （ 0 ）（ 0 ）（ 0.0 ） （ 0.0 ）

7,968.5 1,984 42 3,885 7,895 189 4 0 13 21 5 52 1 52.5 1.5

（ 8,094.0 ） （ 2,010 ）（ 32 ）（ 3,995 ）（ 8,047 ）（ 147 ）（ 2 ）（ 0 ）（ 9 ）（ 13 ）（ 7 ） （ 34 （ 0 ）（ 34.0 ） （ 1.0 ）

鳥取県

全　 国

ａ．重度身体
障害者区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

ｅ．　計
ａ×２＋ｂ＋ｃ

b．重度身体
障害者である
短時間勤務
職員

ｃ．重度以外
の身体障害
者

ｃ．精神障害
者

ｄ．精神障害
者である短時
間勤務職員

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

④精神障害者の数

ｆ．うち新規雇用
分

ｆ．うち新規雇
用分

③知的障害者の数

ａ．重度知的
障害者

b．重度知的
障害者である
短時間勤務
職員

ｃ．重度以外
の知的障害
者

ｅ．　計
ａ×２＋ｂ＋ｃ

 ２　地方公共団体等における在職状況



（２） 市町村の機関(法定雇用率2.1％)
①　概況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

27 5,051 21 1 72 1 115.5 4.0 2.29 26 96.3

（ 28 ) （ 5,155 ) （ 22 ) （ 1 ) （ 75 ) ( 1 ) （ 120.5 ) （ 3.5 ) （ 2.34 ) （ 26 ) （ 92.9 )

2,512 962,319 5,696 160 10,839 12 22,397.0 893.0 2.33 2,107 83.9

（ 2,585 ) （ 968,172 ) （ 5,647 ) ( 133 ) ( 10,677 ) （ 16 ） （ 22,112.0 ) （ 758.0 ) （ 2.28 ) （ 2,097 ) （ 81.1 )

注　2(1)①の表と同じ

②　障害種別雇用状況

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋
Ｄ×0.5

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間勤
務職員

Ｄ.精神障害者
である短時間
勤務職員

⑥③　障害者の数

法定雇用率達
成機関の割合

法定雇用率達
成機関の数

Ａ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者

Ｆ．うち新規雇
用分

実雇用率
Ｅ÷②×100

鳥取県

全　 国

区分

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数

機関数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

115.5 20 1 72 113 2 1 0 0 2 2 0 1 0.5 0.0

（ 120.5 ） （ 22 ）（ 1 ）（ 75 ）（ 120 ）（ 3 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ） （ 0 ）（ 1 ）（ 0.5 ） （ 0.5 ）

22,397.0 5,670 142 10,344 21,826 779 26 18 253 323 95 242 12 248.0 19.0

（ 22,112.0 ）（ 5,629 ）（ 115 ）（ 10,345 ）（ 21,718 ）（ 716 ）（ 18 ）（ 18 ）（ 171 ）（ 225 ）（ 32 ） ( 161 ) ( 16 ) ( 169.0 ) ( 10.0 )

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

ｅ．　計
ａ×２＋ｂ＋ｃ

b．重度身体
障害者である
短時間勤務
職員

ｃ．重度以外
の身体障害
者

ｃ．精神障害
者

ｄ．精神障害
者である短時
間勤務職員

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

④精神障害者の数

ｆ．うち新規雇用
分

注　2(1)②の表と同じ

ｆ．うち新規雇
用分

③知的障害者の数

ａ．重度知的
障害者

b．重度知的
障害者である
短時間勤務
職員

ｃ．重度以外
の知的障害
者

ｅ．　計
ａ×２＋ｂ＋ｃ

鳥取県

全　 国

ａ．重度身体
障害者



（３） 地方公共団体の各機関の状況

① 法定雇用障害者の
算定の基礎となる職員数

②
 障害者の数

③
 実 雇 用 率

④
   不 足 数

備　　　　　　考

人 人 ％ 人

3,496 79.5 2.27 0.0  特例認定あり(注4①）

475 11.0 2.32 0.0

292 5.0 1.71 1.0

4,230 63.0 1.49 21.0

1,086 28.0 2.58 0.0

747 16.0 2.14 0.0

314 6.0 1.91 0.0

227 6.0 2.64 0.0

173 3.0 1.73 0.0  特例認定あり(注4②）

56 1.0 1.79 0.0

114 2.0 1.75 0.0

217 4.0 1.84 0.0

69 3.0 4.35 0.0

150 4.0 2.67 0.0

171 3.0 1.75 0.0

117 3.0 2.56 0.0

236 4.0 1.69 0.0

122 2.0 1.64 0.0

113 3.0 2.65 0.0

84 2.0 2.38 0.0

63 1.0 1.59 0.0

140 7.0 5.00 0.0

56 2.0 3.57 0.0

77 1.0 1.30 0.0

93 2.0 2.15 0.0

116 2.0 1.72 0.0

129 2.0 1.55 0.0

84 0.0 0.00 1.0

121 2.5 2.07 0.0

59 1.0 1.69 0.0

117 5.0 4.27 0.0

　①鳥取県知事部局は、平成17年2月8日付けで、鳥取県企業局と特例認定を受けている。
　②岩美町は、平成18年2月２３日付けで、岩美町国民健康保険岩美病院と特例認定を受けている。

八　頭　町

三　朝　町

境　港　市

岩　美　町

若　桜　町

智　頭　町

鳥取県教育委員会

鳥　取　市

米　子　市

倉　吉　市

機　　関　　名

鳥取県知事部局

鳥取県病院局

鳥取県警察本部

北　栄　町

湯梨浜町

琴　浦　町

大　山　町

鳥取市教育委員会

米子市教育委員会

倉吉市教育委員会

南　部　町

伯　耆　町

日　南　町

日　野　町

鳥取市水道局

米子市水道局

国民健康保険智頭病院

南部町国民健康保険西伯病院

鳥取市立病院

日南町国民健康保険日南病院

日野病院組合

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、都道府県労働局長の
認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

注1

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。
　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者につい
ては、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。



参考－２　

一般の民間企業における障害者雇用状況の推移 各年6月1日現在

　　　　項目
鳥　　　　　取　　　　　県 全　　　国

企業数 常用労働者数 障害者数 実雇用率
 法定雇用率達成企業数

障害者数 実雇用率
　年 割　合

企業 人 人 ％ 社 ％ 人 ％

　平成2年 327 53,350 881 1.65 179 54.7 203,634 1.32

3年 335 53,952 894 1.66 188 56.1 214,814 1.32

4年 344 55,207 933 1.69 199 57.8 229,627 1.36

5年 346 54,905 955 1.74 203 58.7 240,985 1.41

6年 339 54,909 984 1.79 212 62.5 245,348 1.44

7年 332 55,303 980 1.77 207 62.3 247,077 1.45

8年 323 54,594 953 1.75 192 59.4 247,982 1.47

9年 311 53,921 952 1.77 188 60.5 250,030 1.47

10年 304 53,781 966 1.80 188 61.8 251,443 1.48

11年 357 55,557 1,002 1.80 191 53.5 254,562 1.49

12年 355 54,970 976 1.78 197 55.5 252,836 1.49

13年 340 53,231 933 1.75 187 55.0 252,870 1.49

14年 324 49,141 816 1.66 178 54.9 246,284 1.47

15年 324 49,443 772 1.56 163 50.3 247,093 1.48

16年 333 51,027 870 1.70 178 53.5 257,939 1.46

17年 345 52,488 898 1.71 189 54.8 269,066 1.49

18年 333 51,201 905.0 1.77 188 56.5 283,750.5 1.52

19年 347 51,535 918.5 1.78 201 57.9 302,716.0 1.55

20年 349 52,922 941.0 1.78 211 60.5 325,603.0 1.59

対前年 2 1,387 22.5 0.00 10 2.6 22,887.0 0.04

（注）　障害者の数とは、次に掲げる者の合計である。

    　～平成４年

          身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

          知的障害者

      平成５年～平成１７年

          身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、

          知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、

          重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

      平成１８年

          身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、      

          知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、       

          精神障害者、

          重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者 

          （精神障害者である短時間労働者は０．５カウント）

障害者雇用率の推移
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